
 

 

入札参加停止措置の概要 

 

商 号 又 は 名 称 株式会社武田組 

所 在 地 千曲市大字屋代４３５番地５ 

認 定 番 号 ２０－００３１０２ 

入札参加停止期間 令和５年３月 15日 から 令和５年４月４日まで（３週間） 

事 実 概 要 

対象会社が受注した長野建設事務所発注の令和２年度 防災・安全

交付金 施設機能向上（加速化）工事において、作業員１名が死亡す

る事故が発生し、関係請負人及び関係請負人の従業員である現場責任

者が労働安全衛生法違反で公訴を提起された。 

 このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認め

られるため。 

理     由 

長野県建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領別表

第１－２第３号に該当し、建設工事の契約の相手方として不適当であ

ると認められるため。 

備 考 

【別表第１－２ 事故等に基づく措置基準】 

措   置   要   件 期    間 

（安全管理措置不適切） 

 

３ 県が発注した建設工事等の施工に当

たり、安全管理の措置が不適切であっ

たため、工事関係者に死亡者、又は負

傷者を生じさせたと認められるとき 

２週間以上４か月以内 

  

 


